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選第１号  

 

枚方寝屋川消防組合議会議長の選挙  

 

本消防組合議会議長の選挙を、枚方寝屋川消防組合規約（昭和 48年枚

方寝屋川消防組合規約第 10号）第７条第１項の規定により行うものとす

る。  

 

令和６年６月 10日提出  

 

枚方寝屋川消防組合議会  

臨時議長  



2 

 

選第２号  

 

枚方寝屋川消防組合議会副議長の選挙  

 

 本消防組合議会副議長の選挙を、枚方寝屋川消防組合規約（昭和 48年

枚方寝屋川消防組合規約第 10号）第７条第１項の規定により行うものと

する。  

 

令和６年６月 10日提出  

 

枚方寝屋川消防組合議会  

議  長  
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選第３号  

 

枚方寝屋川消防組合議会運営委員会委員の選任について  

 

 本消防組合議会運営委員会委員の選任を、枚方寝屋川消防組合議会運

営委員会条例（令和３年枚方寝屋川消防組合条例第７号）第６条の規定

により行うものとする。  

 

令和６年６月 10日提出  

 

枚方寝屋川消防組合議会  

議  長  
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報告第２号  

 

専決事項の報告について  

 

 次のとおり地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 292条において準用

する同法第 180条第１項の規定により専決処分をしたので、同条第２項の

規定により議会に報告する。  

 

令和６年６月 10 日提出  

 

枚 方 寝 屋 川 消 防 組 合 

管 理 者  伏 見  隆 

 

記  

 

１  専決事項     損害賠償の額を定めることについて   ２件  
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専決第２号  

 

損害賠償の額を定めることについて  

 

 次のとおり損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法（昭和

22 年法律第 67 号）第 292条において準用する同法第 180条第１項の規定

により専決処分をする。  

 

令和６年４月 11 日専決  

 

枚 方 寝 屋 川 消 防 組 合 

管 理 者  伏 見  隆 

 

記  

 

１  賠償の額      金  106,304 円  

２  賠償の相手方    兵庫県在住者  

３  賠償事案の内容   令和５年２月 12 日（日）12 時 15 分頃、第二京

阪道路上の救助事案において、救助隊員が資器

材を救助工作車の資器材庫から搬出する際、直

近を走行してきた車両と隊員が保持していた

救助資器材が接触し、当該車両を損傷させたも

の。  

４  和解の内容  

⑴   本件事故の責任割合は、枚方寝屋川消防組合 80％、相手方 20％

とする。  

⑵   枚方寝屋川消防組合は、相手方に対し本件事故による賠償の額と

して金 106,304 円を支払う。  

⑶   枚方寝屋川消防組合と相手方とは、本件事故に関し、一切異議、

請求の申し立てをしない。  
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専決第２号 参考資料  

附近見取図  
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専決第３号  

 

損害賠償の額を定めることについて  

 

 次のとおり損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法（昭和

22 年法律第 67 号）第 292条において準用する同法第 180条第１項の規定

により専決処分をする。  

 

令和６年５月 27 日専決  

 

枚 方 寝 屋 川 消 防 組 合 

管 理 者  伏 見  隆 

 

記  

 

１  賠償の額      金  69,300 円  

２  賠償の相手方    枚方市在住者  

３  賠償事案の内容   令和６年４月５日（金） 14 時 22 分に覚知した

枚方市上島町方面の一般建物火災に出動した

際、指令場所東側に隣接した家屋の一階引き違

い戸に設置されたアルミ製格子に損害を与え

たもの。  

４  和解の内容  

⑴   枚方寝屋川消防組合は、相手方に対し本件事故による賠償の額と

して金  69,300 円を支払う。  

⑵  枚方寝屋川消防組合と相手方とは、本件事故に関し、一切異議、

請求の申し立てをしない。  
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専決第３号 参考資料  

附近見取図  

 

事故概況図（格子の破損状況） 
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議案第５号  

 

枚方寝屋川消防組合監査委員の選任の同意について  

 

 次の者を本消防組合監査委員に選任したいので、枚方寝屋川消防組合

規約（昭和 48年枚方寝屋川消防組合規約第 10号）第 12条第２項の規定に

より議会の同意を求める。  

 

令和６年６月 10日提出  

 

枚方寝屋川消防組合 

管 理 者  伏 見  隆 

記  

 

１  同意を求める者（組合議員の中から選任する者）  

 

   住   所  

   氏   名  

   生 年 月 日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


